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八丈島一般廃棄物管理型最終処分場埋立期間延長等についての意見募集の実施結果について 

1. 意見募集の概要 

 平成２４年１１月から令和１１年１０月までの１７年間で、計画容量４９，５００㎥に達し、満杯となる見

込みであったが、ごみの減量化や資源化の結果、埋立実績が計画量を大きく下回っており、埋立進捗率は約２

０％である。そのため、令和１１年 1０月以降も埋め立てが可能となる見込みである。八丈島一般廃棄物管理

型最終処分場の埋立期間延長や運営管理等について、今後の方針、施策、管理業務向上等の参考とするため、

意見の募集を実施した。 

◎募集期間：令和６年３月１日から令和６年３月３１日まで消印有効（郵送の場合） 

◎意見の提出ができる人：八丈町に在住の人 

◎提出方法：郵送、FAX、電子メール 

 

2. 意見提出者数 29名 

◎地区別意見数 

・末吉地区   7 名  

・中之郷地区  4 名  

・樫立地区   2 名  

・大賀郷地区  6 名  

・三根地区  １０名   

 

3. 意見整理 131 件 

1 水質関係 合計 32 件 

1-1 地下水モニタリング井戸の機能について 計 14 件 

1-1-1「モニタリング井戸が機能していない」8件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P３ 

1-1-2「地下水脈の調査を求む」3件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P４ 

1-1-3「新たな井戸設置を求む」3件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P５ 

1-2 地下水モニタリングピットの機能について 計 2 件 
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1-2-1「モニタリングピットが機能していない」1 件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P５ 

1-2-2「モニタリングピットへ計器設置を求む」1 件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P６ 

1-3 水源・水道との関連について 計 16件 

1-3-1「水源・水道が心配」１６件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7 

2 埋立関係 合計 28 件 

2-1 遮水シートの機能・耐久性等について 計 10 件 

2-1-1「異常検知システムの設置を求む」2件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12 

2-1-2「大雨等が心配」3 件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12 

2-1-3「遮水シートが心配」5件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14 

2-2 埋立年数等について 計 18 件 

2-2-1「当初計画がおかしい」7 件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17 

2-2-2「元の自然環境に戻すべき」１１件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P18 

3 その他 

3-1 その他のご意見 合計 71 件 

3-1-1「なぜ設置場所が水海山なのか」１４件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P20 

3-1-2「埋立期間延長に代わる処理方法の検討を求む」１０件・・・・・・・・・・・・・・・・P20 

3-1-3「水質検査結果の開示を求む」4件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21 

3-1-4「説明会の開催を求む」3 件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21 

3-1-5「情報公開方法の検討を求む」6件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21 

3-1-6「公害防止協定の設置を求む」2件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P22 

3-1-7「環境アセスメント調査を求む」2 件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P22 

3-1-8「ごみの減量化」5 件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P23 

3-1-9「その他ご意見（賛成・反対等）」２５件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P23 
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4 意見の概要と見解について 

1 水質関係 

1-1 地下水モニタリング井戸の機能について 

意見の概要 考え方 反映結果 

1-1-1「モニタリング井戸が機能していな

い」 

水質検査のための 2 個所のモニタリング

井戸について、井戸の上流側は地下水がなく

雨水を溜め、下流側は水そのものがなく計測

できない状態だと聞きましたが問題ないの

でしょうか。 

（同類意見：８件） 

モニタリング井戸の役割やその構造等か

ら問題がないものと考えております。 

地下水モニタリング井戸は、処分場によ

る地下水の影響を調査するものです。 

上流側の地下水は、処分場の影響を受け

ない地下水であり、下流側地下水の水質に

変化が生じた際に、処分場の影響であるか、

または別の要因であるかを比較し判断する

ためのもとなります。 

下流側の地下水は、処分場（埋立地）から

の漏水が生じた際に、漏水した浸出水（未

処理の水）が地中へと時間をかけて浸透し、

下流側のモニタリング井戸へと達した後に

水質変化が確認できますので、漏水の有無

やその影響を調査するためのものとなりま

す。 

下流側のモニタリング井戸の水質変化が

確認できるまでに要する時間は、地形、天

候等、その他種々の要因により変わるため、

当処分場ではモニタリング井戸の他に、地

下水モニタリングピットを設け、その構造

上、漏水発生の確認を速やかに行えるよう

管理しております。地下水井戸に加え、地

下水モニタリングピットを設置し、二重の

チェック機能を設けております。 

 地下水量は天候等に大きく左右されるた

め、採水日及び採水日前の天候等によって

は、採水を実施できる水量を確保できない

こともあります。そのため、井戸内水位を

事前に観測し、島外から来る水質検査業務

受託者と採水日の日程を調整する等、可能

な限り検査が欠測とならないよう努めてお

ります。 

また、廃掃法に基づく一般廃棄物の最終

処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る

技術上の基準を定める省令において、地下

その他（質問な

ど） 
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水等検査項目について、一年に 1 回以上測

定することと規定されていますが、当処分

場では、地下水等検査項目について一年に

4 回測定しております。天候に左右される

ものの、定期調査は継続可能な状態であり、

その機能は確保されております。 

 

処分場の浸出水・地下水の流れ概念図 

1-1-2「地下水脈の調査を求む」 

モニタリング井戸の上流側と下流側が同

じ水脈であることの確認が必要であると思

います。 

（同類意見：3件） 

モニタリング井戸の上流側と下流側は同

じ水脈であると判断しておりますが、今後、

水脈が変わることも考えられますので、調

査等を検討してまいります。 

地下水の流れについての調査は、対象事

業実施区域周辺においてボーリング調査を

6 地点実施しており、そのうち 3 地点を観

測井戸仕上げとして地下水位連続観測を実

施しております。 

処分場設置前は、地形に沿って上流井戸

のある地点Aから下流井戸のある地点Cに

流れており、処分場完成後では、処分場の

地盤改良により上流井戸のある地点Aから

下流井戸のある地点 Cへ、処分場を迂回し

て流れると推測されています。 

処分場設置後も、上流及び下流の井戸へ

は処分場設置前と同様に、上流側から下流

今後の参考とす

るもの 
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側へと地下水が流れるものと推定しており

ます。 

 モニタリング井戸の役割であります、処

分場による地下への影響調査の機能は確保

されておりますが、地下水モニタリングは、

当処分場の埋立完了後も一定期間継続して

行われることとなりますため、長期にわた

り適正且つ継続して行えることが重要と考

えております。そのため、長期的な観点か

ら、再調査や新規モニタリング井戸設置等

の必要性について、今後検討してまいりま

す。 

     

       設置前の地下水の流れ              設置後の地下水の流れ 

1-1-3「新たな井戸設置を求む」 

モニタリング井戸の新たな設置が必要で

はないでしょうか。 

（同類意見：３件） 

定期調査は継続可能な状態であり、その

機能は確保されておりますが、長期的な観

点から、再調査や新規モニタリング井戸設

置等の必要性について今後検討してまいり

ます。 

今後の参考とす

るもの 

1-2 地下水モニタリングピットの機能について 

意見の概要 考え方 反映結果 

1-2-1「モニタリングピットが機能してい

ない」 

地下水モニタリングピットは、地下水を毎

日測定することで感知できるとの説明があ

りましたが、滞水層がなくなり、毎日測定す

るはずの水はでませんでした。 

 地下水モニタリングピットでは、地下水

を毎日計測しております。観測方法につき

ましては、水質の測定、流入の目視、監視

カメラによる観測を行っております。  

遮水シートの下に設置した、地下水集水

管は、遮水シートの下に流れる地下水の排

その他（質問な

ど） 
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除を目的としております。また、排除した

地下水を利用し、量または水質により、遮

水シート損傷による浸出水の漏水有無を速

やかに確認することができるものです。 

 処分場建設にあたり、敷地の一部を地盤

強化したことにより、遮水シート下の地下

水の流れが変わったため、地下水リングピ

ットへの地下水の流入はありませんが、遮

水シートが損傷し、浸出水が地下水モニタ

リングピットへ流入した際は、流入の目視

及び水質変化により確認ができます。 

 

地下水集排出管設置写真 

 

1-2-2「モニタリングピットへ計器設置を

求む」 

地下水モニタリングピットへ pH 計、伝導

率計の設置を求めます。 

 地下水モニタリングピット内には、pH

計及び伝導率計を設置しております。異常

値を観測した際には、自動で通報される仕

組みとなっております。 

 

 

 

 

 

 

実施済みのもの 
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1-3 水源・水道との関連について 

意見の概要 考え方 反映結果 

1-3-1「水源・水道が心配」 

地下水を利用している水道水の安全性に

不安を感じる。 

（同等意見：１６件） 

 当処分場による水源や水道への影響はあ

りません。 

水源につきましては、八丈島の三原山側

には、ほぼ一年を通じて流れのある河川が

あり、また水道水源が広い範囲に点在して

いることからも、三原山全体として水が豊

富であることは認識しています。建設時に

おける水源調査の結果、当処分場建設地の

近隣及び下流域に水源はなく、また、流域

を隔てた場所に点在する水道水源との関連

性についても、当処分場による影響はない

という結果を得ています。 

一般に比較的新しい火山は水を通しやす

く、八丈富士のように、山に降った雨は短

時間で山体深くに浸みこんでしまい、湧水

や河川が見られないものです。しかし、三

原山は火山活動が休止してから長い期間を

経ており、図１のように地表の比較的浅い

部分に帯水層が形成されています。そのた

め、山に降った雨は、この帯水層の中を表

層地下水となって流れ、山の中腹から湧水

となって流れ出し、大川や芦川などの恒常

河川を生み出していると考えられていま

す。 

 山間部の谷筋では、浅いところを流れる

地下水は、地上を流れる表流水と同じよう

に地形に沿って流れていると考えられま

す。三原山では、普段水が流れていなくて

も雨が降ると川が現れる谷筋が多く見られ

ます。このような谷筋では、水量が少ない

ときには地面の下に隠れている表層地下水

が、雨で増水したときに地表面上に現れ、

河川が生ずると考えられるので、表層地下

水も地上を流れる河川と同じように地形に

沿って流れていると考えらます。 

八丈町では、坂下地区についてはその３

分の１近くを大川の表流水（河川）、また、

坂上地区のうち末吉については、水壺およ

び桑谷ヶ洞の湧水から取水し、それぞれ浄

その他（質問な

ど） 
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水場で浄水処理してから各家庭に配水して

います。 

図２は、尾根に囲まれた谷筋に降った雨

が表層地下水となり湧水地点に集まってく

る様子を模式的に表したものです。湧水地

点に集まる水は図の茶色の点線で表された

尾根に囲まれた涵養（かんよう）域に降っ

た雨水であり、末吉地区ではこのような水

を水道水の水源として用いています。また、

大川の表流水についても、図２の表層地下

水を表流水（河川）、湧水地点を取水地点と

置き換えて考えれば、涵養域に降った雨水

を水源にしています。 

 処分場の処理水と水道水源の関係を見て

みると、処分場の処理水は、河川に流れ込

んで、図 3および図４の黄色の曲線で示し

たルートを通って海に流れ込んでいきま

す。一方、大川の表流水の涵養域は図３お

よび図４の①の白い線で囲まれた範囲、坂

上地区のうち最も処分場に近い水源である

水壺および桑谷ヶ洞の湧水でも、その涵養

域は②および③の白い線で囲まれた範囲な

ので、処分場の処理水がいずれかの水道水

源に流れ込み、その水質に影響を与える可

能性はありません。 
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                 図 1 三原山の水文モデル            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 谷筋での表層地下水の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     

    

             

 

 

表層地下水の涵養域 
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図 3 処分場の処理水と水道水源の位置図 

 

 

 

 

 

管理型最終処分場 

水壺水源 

桑谷ヶ洞水源

窟水源 

大川水源 
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図４ 処分場の処理水と水道水源の位置図（八丈島南東、海側上空視点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理型最終処分場 

大川水源 

桑谷ヶ洞水源 

水壺水源 
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2 埋立関係 

2-1 遮水シートの機能・耐久性等について 

意見の概要 考え方 反映結果 

2-1-1「異常検知システムの設置を求む」 

異常検知システムの設置を求めます。 

（同類意見：２件） 

遮水シートの下または遮水工シート

間に設置する、電気式の異常検知システ

ムは、遮水シートに損傷が発生した際の

損傷個所の特定に有効です。 

 当処分場では、埋立進捗に合わせて、

電気式漏水検知法による、遮水シート損

傷有無調査を実施しております。 

 地下水モニタリング井戸と地下水モ

ニタリングピットの二重のチェックに

加え、日常の目視点と処分場施設メーカ

ーによる定期点検を継続実施していく

とともに、電気式漏水検知法による、遮

水シート損傷有無調査も定期的に実施

することで対応したいと考えておりま

す。 

その他（質問な

ど） 

2-1-2「大雨等が心配」 

 管理マニュアルには、「浸出水を長期にわた

り貯留することで、遮水シートに大きな水圧を

かけることは好ましくないため、極力、埋立地

内には浸出水を貯留しないようにする」と記さ

れていますが、処分場内には計画以上の雨水が

たまり、一ヶ月も埋め立てできない月が繰り返

されました。 

（同類意見：３件） 

 埋立地は、自重、土圧、水圧、地震力

などに対し、設計上安全な構造となって

おります。 

 ご指摘のとおり、当組合が作成した

「八丈島一般廃棄物管理型最終処分揚

埋立管理マニュアル」の２.埋立作業の⑥

において、「本処分場では、浸出水は、

浸出水集水ピットに流下した後、ポンプ

アップにより排水される構造であるた

め、ポンプの故障等で排水が止まると埋

立地内に貯留される。浸出水を長期にわ

たり貯留することで、遮水シートに大き

な水圧をかけることは好ましくないた

め、極力、埋立地内には浸出水を貯留し

ないようにする。」と記載しております。 

 最終処分場性能指針に基づき、降雨量

の計算を、八丈島アメダスデータを利用

し、1991 年から 2007 年の 17 年間

をもとに設計しておりますが、近年の台

風や局地的豪雨発生時において、一時的

に水処理施設の処理が追い付かない状

態が発生しており、埋立地へ雨水を貯留

その他（質問な

ど） 
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することで対策としました。（令和元年

7 月から 8 月の期間） 

 これに伴い、台風や局地的豪雨発生時

の雨水対策を含めた、「八丈島一般廃棄

物管理型最終処分場埋立計画」を令和 5

年度に策定しました。この計画は、雨水

対策として「埋立地の形状及びシート設

置等の埋立地内での改良」を行い、浸出

水の発生量を抑制するもので、雨水排水

面の設置や埋立形状ごとにSTEP1から

埋立完了の STEP13 まで段階分けし、

埋立を進める計画となっています。現在

はSTEP1の計画段階での埋立を進めて

います。 

 なお、当計画内におきまして、埋立地

内に臨時の雨水貯留箇所を定めており

ますが、台風や局地的豪雨発生時の臨時

対策としてものであり、極力、埋立地内

には浸出水を貯留しないようにする管

理してまいります。 

 

 

 

 

                   雨水対策イメージ図 
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埋立計画 STEP1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-3「遮水シートが心配」 

遮水シートの耐用年数が心配です。 

（同類意見：５件） 

遮水シートは、「紫外線による材質の

劣化」、「鋭利物による物理的損傷」に

注意が必要です。当処分場の遮水シート

は、高分子材を使用しています。耐候性

に優れた材料でできていますが、一般に

高分子材は、熱と風雨のほかに紫外線に

曝され徐々に劣化します。特に紫外線の

影響が大きいといわれています。また、

金属ほどの硬さは無く、鋭利なものが刺

さった場合には穴が空いてしまいます。 

 遮水シートの耐久性評価を目的とし

た室内促進暴露実験が国内で行われて

います。その概要は、遮水シートに屋内

で紫外線を照射して耐久性の低下を測

定するものです。200時間から 300 時

間の室内促進暴露で、屋外で実際に日差

しを受けている状態の約一年間に相当

するといわれており、10,000 時間（約

50 年間分）の促進暴露をしても初期の

その他（質問な

ど） 



15 

耐久性を 100％として 80％弱で耐え

ている試験結果となっています。 

この試験では、遮水シートのみで（遮

光性保護マットなし）で 50 年近く持つ

という結果が得られていることになり

ます。室内での試験になりますので、正

確には必ずしも自然状態と一緒ではあ

りませんが、この処分場では、さらに遮

水シートの上に、遮光性保護マットを設

置して紫外線を遮断しています。「遮光

性保護マット」、「遮水シート」、「不

織布」、「遮水シート」、「不織布」の

順番で 5 層構造となっていますので、少

なくても50年以上の耐久年数があるも

のと考えられます。 

また、当処分場におきましても、令和

2 年度に「遮水工耐性検査（紫外線によ

る遮水シートの劣化状況調査）」を実施

しており、調査結果では、遮水シートの

劣化はありませんでした。 

 当処分場では、鋭利物による物理的損

傷の対策として、遮水シートの上に厚さ

50 ㎝の土を被せてシートを保護してい

ます。万一、鋭利なものが埋め立てられ

ても遮水シートに届かないように、遮水

シート側には飛灰（粒が細かく、灰以外

の異物が一切含まれていない灰）を袋

（フレコンバッグ）のまま置き、その内

側（シートと反対側）にその他のものを

埋めるなどの工夫をして、シートに穴が

開かないようにしています。 

また、当処分場に搬入される焼却灰に

異物の混入が無いか、搬入の都度確認を

行っています。異物の混入が確認された

場合には、搬入元へ返却し異物の混入が

無いよう指導しています。 

 引き続き、水質によるチェックに加

え、日常の目視点と処分場施設メーカー

による定期点検を継続実施していくと

ともに、「遮水工耐性検査（紫外線によ

る遮水シートの劣化状況調査）」と、平

「漏水検知調査（電気式漏水検知法によ



16 

る遮水シート損傷有無調査）」も定期的

に実施してまいります。 

 

 

                     遮水工構造図 

 

 

 

 

                    埋立方法概念図 
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2-2 埋立年数等について 

意見の概要 考え方 反映結果 

2-2-1「当初計画がおかしい」 

17 年でいっぱいになるはずだった処分場

が、現在 20％しか埋め立てられていない理由

は、最初の設計が妥当なものではなかったので

はないでしょうか。 

これまでの予定と大きく想定が外れたこと

に関して、埋立開始何年目で気付いたのでしょ

うか。その時に説明などはあったのでしょう

か。 

（同類意見：７件） 

 

 

 

最終処分場の埋立期間は、平成 12 年

に策定された性能指針により、「計画す

る埋立処分を行う期間は、15 年間程度

を目安とし、これにより難い特別な事情

がある場合には、必要かつ合理的な年数

とする。」とされております。当処分場

におきましても、性能指針に基づき、概

ね 15 年計画となるよう計画・整備され

ました。 

この計画は、平成 13年に策定され、

平成 7年から平成 11年の人口、ごみ処

理状況の実績などから試算した計画で、

不燃物・粗大ごみの受入を計画していま

したが、島しょ地域の各町村のご協力に

より、不燃物・粗大ごみのリサイクルが

進み、焼却残渣（可燃ごみの焼却灰）の

みの埋立が可能となりました。また、日

頃より皆様にごみの減量化・資源化にご

協力頂いたことや人口減少による可燃

ごみの減量が進んでおります。このこと

から、埋立実績が計画量を大きく下回っ

ており、埋立進捗率は約 20％となって

おります。 

当処分場供用開始時より、島しょ地域

８町村共通の財産である、管理型最終処

分場を一日でも長く使用していくこと

はもとより、処分場の安全安心な運営を

目指し、島しょ地域の各町村をはじめ、

関係各所ご協力のもと、日々の維持管理

に万全を期してまいりました。 

当初の計画より、埋立量を減量できて

いることにつきましては、埋立開始の平

成24年度より確認しております。また、

当処分場では運営協議会を毎年開催し

ておりますが、協議会内にて、管理状況

の報告とともに、埋立進捗状況の報告を

行っております。 

 また、運営協議会の議事録・資料を当

組合ホームページに掲載しております。 

 

その他（質問な

ど） 
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              東京都島嶼町村一部事務組合ホームページ 

（https://tosho-ichikumi.jp/大島・八丈島処分場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-2「元の自然環境に戻すべき」 

最終的に無害化するところまでが重要だと

思います。ごみが無害化するまで水処理を行

い、元の自然環境に戻すべきです。それらも含

めて、考慮すれば当初の計画通りに進めるのが

一番安全だと考えます。 

無害化するまでの時間も定かでないままで、

汚染の危険性を増すような運営をするのは無

謀ではないでしょうか。 

（同類意見：１１件） 

これまで市町村が設置した処分場の

中には、遮水シート等を設置せず穴を掘

っただけの処分場で焼却灰の埋め立て

を行っていた施設もありました。そのた

め、平成１１年７月、当時の厚生省は焼

却灰等の有害な廃棄物を埋め立てる処

分場については、有害物質を含んだ汚水

を適正に処理し、それができない処分場

については、焼却灰等の搬入を停止する

よう市町村に対し指導が行われました。 

これにより、島しょ地域では遮水シー

トによる汚水の漏洩を防止できる処分

場の建設が行われ、平成１８年５月に大

島、平成２４年１０月には八丈島に管理

型最終処分場が完成し、供用を開始する

こととなり、従来の穴を掘って埋めるだ

けの処理方法から、汚水の漏洩を防止

し、水処理施設により適正に処理する方

法へと転換されました。 

今後の参考とす

るもの 
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この方法では、土壌を元の自然環境に

戻す目的として、埋め立てた焼却灰を自

然の雨等を利用して土壌を浄化させて

います。汚れた水は遮水シートの上に集

めて、水処理施設に移送し処理しており

ます。また、処理水の水質は国の基準よ

り厳しく設定し管理しております。 

国の定め（一般廃棄物の最終処分場お

よび産業廃棄物の最終処分場に係る技

術上の基準を定める省令）では、埋立完

了後、浸出水の水質が排水基準水質を下

回った後、2年間以上の観測を継続する

こととされていますので、今後、必要と

なる情報収集や水質データを分析し、維

持管理年数の算定にあたっての妥当な

要素を引き続き調査してまいります。 

埋立が完了した後も最終処分場の廃

止に係る技術上の基準を満たすまで、長

期に渡り適正な運営管理に取り組んで

まいります。 

       

 

             

埋立地の浄化 概念図 
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３その他 

3-1 その他のご意見 

意見の概要 考え方 反映結果 

3-1-1「なぜ設置場所が水海山なのか」 

何故あの場所にしたのでしょうか。地盤が緩

く不安定な土地です。 

他島から運んで来た廃棄物を山の上まで運

んでいくこと自体がナンセンスです。 

（同類意見：14件） 

  

 場所の選定につきましては、平成 15

年に最適候補地として中之郷地区（現安

定型処分場付近）を選定しましたが、地

権者のかたとの用地買収が成立せず、平

成 18 年に、この中之郷地区への整備は

断念いたしました。その後新たな候補地

として、大賀郷地区 3 個所、三根地区 1

個所、末吉地区 1 個所、樫立地区 1 個

所の計 6 個所を選定し、立地特性、法規

制、生活環境、水源、自然景観、施工性、

維持管理及び工事費等の項目を総合的

に判断のうえ、末吉地区の旧水海山集落

跡地という結論に達したものです。 

その他（質問な

ど） 

3-1-2「埋立期間延長に代わる処理方法の検

討を求む」 

埋立処分場ではなく、保管庫に一時保管し、

焼却灰のリサイクルの準備を進めていくべき

ではないでしょうか。 

15 年前の議会だより（2009.2.25）には、

「将来、焼却灰を資源としてあるいは有用物と

して受け入れる場所や技術が整ったときは、処

分場を閉鎖することも考えていくべきでしょ

う」と書かれていましたが、今の考えを教えて

ください。 

島外でリサイクルすべきです。既にコンクリ

ート原料化を進めている多摩地区などを参考

に東京都の助力を得るべきではないでしょう

か。 

（同類意見：10件） 

 

 

 

 近年におきましては、焼却灰をセメン

ト材料として再利用する事業（エコセメ

ント事業）が東京都多摩地域において行

われております。その他、現在埋め立て

られている廃棄物を掘り起こし、再び最

終処分場としての利用を目的とした最

終処分場再生事業を実施している市町

村もあります。 

このような新しい技術に着目し、リサ

イクル推進状況、財政負担、離島という

地理的条件等も考慮しながら、検討して

まいります。 

将来的には、人口減少、リサイクルの

更なる推進、新たな技術の導入等によ

り、ごみの減量化が予測されるところで

す。しかしながら、現状におきましては、

技術や経済的な理由から、全ての廃棄物

を資源化することは困難であり、焼却施

設から排出される焼却灰を処理する最

終処分場が必要不可欠でありますため、

既存の処分場を継続して運用していく

必要があります。 

また、災害発生時には、災害廃棄物の

みならず、一般廃棄物の処理が継続的で

確実に実施される必要があり、公衆衛生

今後の参考とす

るもの 
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の確保と生活環境の保全の観点から、最

終処分場が果たす役割は極めて重要で

す。 

廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、

リサイクル）推進を念頭に、地域の生活

基盤を支えるための生活インフラであ

る処分場の機能を停止することなく、適

正かつ安全に運用管理するとともに、将

来を見据え中長期的な視点で新たな方

向性を追求してまいります。 

3-1-3「水質検査結果の開示を求む」 

水質検査は今どのような状態で、どのような

結果でしょうか。水質調査の情報開示を求めま

す。 

（同類意見：4件） 

地下水、放流水の水質結果や管理状

況、埋立地写真等を当組合ホームページ

に掲載しております。 

（https://tosho-ichikumi.jp/大島・

八丈島処分場） 

その他（質問な

ど） 

3-1-4「説明会の開催を求む」 

 現在の住民への説明会や質疑応答の機会が

ほしいです。 

（同類意見：３件） 

 ご要望に応じ、説明会の開催を検討し

ます。 

また、当処分場の施設見学を随時受け

付けておりますので、ご希望の方は下記

へご連絡下さい。 

 

＜見学可能日＞ 

土日祝日を除く 9：00～16：00 

＜見学時間＞ 

概ね 30分程度 

＜見学受付先＞ 

東京都島嶼町村一部事務組合廃棄物対

策課 TEL03-3432-4961  

 

その他、毎年 11月頃に運営協議会を

開催しております。委員の任期は 2 年間

で、次回の委員募集は令和 7 年 7 月頃

を予定しております。運営協議会は処分

場で開催しており傍聴も可能です。ま

た、委員の募集や運営協議会開催のお知

らせは、随時、当組合ホームページにて

掲載しております。 

今後の参考とす

るもの 

3-1-5「情報公開方法の検討を求む」 

広報や SNS を活用し、住民の意見を取り入

れ、協働しながら、時間をかけて、より良いイ

ンフラ作りを行うべきではないでしょうか。 

SNS の活用を検討するとともに、従

来の広報紙やWEB上での発信を行って

まいります。 

 

 

今後の参考とす

るもの 
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住民一人一人にごみを削減する努力をする

よう促すべきではないでしょうか。 

（同類意見：6件） 

3-1-6「公害防止協定の設置を求む」 

 責任所在をはっきりさせるために公害防止

協定の設置を求めます。 

（同類意見：2件） 

公害防止協定とは、地方公共団体と企

業の間で公害防止等を目的として締結

されるものです。一部事務組合は、地方

自治法に規定された特別地方公共団体

であり、東京都島嶼町村一部事務事務組

合もその一つです。 

当処分場は、一部事務組合によって設

置・管理運営されているものです。各構

成団体の住民代表たる「公選の議会議

長」及び「町村長」によって構成される

議会において「全構成団体の住民の総意

として議決された方針」に基づいて、設

置・管理運営されていますので、「構成

団体の住民の意思を反映」する仕組みと

なっています。そのため、これとは別の

協定を結ぶ必要性や理由はないと考え

ております。 

その他（質問な

ど） 

3-1-7「環境アセスメント調査を求む」 

 環境アセスメントの対象となる 50,000 ㎥

より 1％少ない 49,500㎥であるため、地盤

や水脈などの環境アセスメント調査が行われ

ておらず不安です。 

（同類意見：2件） 

環境アセスメントにつきましては、環

境アセスメントの名目ではありません

が、下記表のとおり、環境アセスメント

と同様の項目調査を実施しております。 

その他（質問な

ど） 

 

環境アセスメントと実施調査の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活環境調査 自然環境調査 実施設計・用地選定

大気汚染 〇 〇

悪臭 〇 〇

騒音・振動 〇 〇

水質汚濁 〇 〇

地盤 〇 〇

地形・地質 〇 〇

水循環 〇 〇

生物・生態系 〇 〇

景観 〇 〇

廃棄物 〇 〇

史跡・文化財 〇

実施した調査環境影響評価
(環境アセスメント)

調査項目
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3-1-8「ごみの減量化」 

リサイクルも積極的に行われるようになっ

ています。さらなる努力によって、ごみの減量

化は可能です。 

人口減少や技術の進化によりごみは減って

いく可能性は高いと想像します。安易な延長は

島民に不信を抱かせると共に、今後の他の施設

使用延長等の方針にも影響を与えます。 

（同類意見：5件） 

1 年に 2 回各島しょ町村の廃棄物行

政担当者が集まり、処分場の運営協議と

ともに、そのもととなるごみの減量など

について施策を出し合う場を設けてお

り、更なるごみの減量化・リサイクルの

推進に向け島しょ地域一丸となり取り

組んでいるところです。 

 また、島しょ地域におきましては、東

京都及び関係機関のご協力のもと、リサ

イクルや海岸漂着物対策等のイベント

や活動に取り組んでおります。さらなる

ごみ減量化等に向け、多くの皆様にご協

力いただけるよう、引き続き取り組んで

まいります。 

その他（質問な

ど） 

3-1-9 その他のご意見（反対・賛成等） 

●埋立期間延長は反対です。 

●本来認められない国立公園内に廃棄物処分

場の設置であること。また、4105人の署名と

ともに処分場建設計画の凍結などを求める要

請書が提出されたのを覚えています。 

●このまま延長するのではなく、今ある問題を

一つ一つ丁寧に検証し、解決していくべきだと

考えます。 

●経緯や使用状況から考えても島民の安心と

安全のため、処分場の運用は 17 年で終えるべ

きだと考えます。 

●ごみ問題について、話し合い今後の展望を望

みます。 

●自分たちの子供や孫の世代にまで続けたく

ありません。 

●八丈島の水瓶の上に処分場を造った愚挙を

一日も早く終わらせるべき。 

●建設計画当時、私達島民はことの重大性に気

が付くことが出来ずに、次世代に大変申し訳な

い事をしてしまったことを悔やんで止みませ

ん。 

●問題をかかえた場所での延長はやめてくだ

さい。 

●一組さんと町が言葉に責任も持つことでま

た島民の信頼を得て八丈島はじめ各島しょを

助ける、またはリードする機関であってほし

い、またそうあるべきと思っております。 

日頃より皆様にごみの減量化・資源化

にご協力いただき誠にありがとうござ

います。 

当組合としましては、施設の役割・能

力を十分に発揮し、排出基準の厳守と適

正な運営管理を徹底していくことが、地

元の自然や生活環境の保全へとつなが

るものと考えています。最終処分場の長

期運用に際しては、日常の保全管理がよ

り重要です。「適正な運転管理」、「適

切な定期点検整備」、「適時の対策」を

実施することにより、長期に渡り適正な

運営管理を維持してまいります。また、

「近年の異常気象への対策や新しい技

術にも着目しながら適正化」を図ってま

いります。 

引き続き、皆様の信頼を得ていけるよ

う努めてまいりますとともに、皆様の貴

重なご意見をしっかりと踏まえたうえ、

より安心安全な処分場となるよう取り

組んでまいります。引き続き、ご理解、

ご協力を賜りますようお願い致します。 

その他（質問な

ど） 
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●子供達のためにも、島民みんなで知恵を絞り

水海山処分場に変わる方法を検討すべきです。 

●八丈島のきれいな水が島の人々のいのちを

支えていると思います。水海山の水はこれらを

支えています。見直しを求めます。 

●中之郷処分場の火災の原因となった町指導

の不法投棄と管理不足でもわかるように、八丈

町には最終処分場を管理運営し、島民の安全と

健康を守る意思と能力が欠如していると考え

ざるを得ません。八丈町と一部事務組合が町民

の信頼を回復するプロセスから始めるべきで

しょう。 

●ごみを焼却した灰を埋め立て続けることは、

未来に負の財産を残すことになるでしょう。そ

のようなことにならないためのごみ処分方法、

水を守りながら、皆さんと一緒に考えていくこ

とを切に願っています。 

●日々の生活に直接影響がなかったとしても、

海に流れる水が微量だとしても、この先を考え

た時、何らかの影響がゼロではないと思います

し、子ども達が背負っていく、負の遺産となら

ぬ様にお願い致します。 

●島民の意見が広く聞き入れられることを願

います。 

●大事な税金を使用して作られた施設を、出来

る限り有効に活用したい、という気持ちはとて

も理解できますが、島民の暮らしを守っていた

だくよう、長期的な視点でご検討くださいます

ようお願いします。 

●八丈島に造らないとなると他の島（大島）等

に送る事になるのを知り、やはり自分の住む地

域で出たごみは自分の島で責任持って処分す

べきと考えており、最終処分場は島内に必要だ

と思います。ただ、予改めて訴えるまでも無く、

水は命に直結します。他の生態系にも影響を及

ぼしかねない。とまで言うつもりはありませ

ん。今ある豊富で綺麗な水源を守っていける様

に処分場移転の検討をお願い致します。 

●いかに小規模で、経費かけずに、雇用を維持

し、インフラを整備できるかスローで手間暇を

惜しまない暮らし実現すること。これらは、一

見、後戻りしているように見えますが、最新の
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トレンドです。「元通りに戻すこと」は新しい

チャレンジです。成功すれば「慣例に縛られな

い、自由で新しい前例」となります。私たちの

快適で安全な暮らしを実現するために、私たち

の税金を使って建設してくださった施設です

から、みんなで大切に使いたい。どうか、埋立

期間延長しないことと、焼却灰の管理方法の見

直しについて再考いただけますよう、お願いい

たします。 

●まだ使えるものを使わず新しいのを作ると

いうのにも賛成できません。実際に住んでいる

末吉住民の意見を一番大切にするべきです。そ

れと同時にごみ問題についてもっとみんなで

向き合っていかねばならないと思います。 

●二重遮水シートがやぶれた場合に二重のチ

ェック体制が施されていること。遮光性マット

で保護された場合少なくとも 50 年は対応可

と報告されている遮水シートの耐性試験も定

期的に実施していること。運営体制については

八丈島民で構成された運営協議会が定期的に

開催されていること。約 40 億の新八丈町クリ

ーンセンターが稼働し始めたが灰は今後も排

出され続ける。現在、焼却灰を排出している他

の島しょ部も、焼却灰が少なくはなるが、より

複雑で高度な維持が必要となる超高額な溶融

施設を建設することは考えにくい。以上のこと

から埋立処分場は可能な限り埋立期間を延長

することが、八丈島民はもとより島しょ住民の

希望に応えることになる。 

●企業イメージの変化は、企業の成長戦略の一

つになり得ると考えます。これまで日本社会で

は、大規模な施設を建設できたり、様々な障壁

や敵を蹴散らしながら成長し続けるというよ

うな「強い」「男性的」な企業イメージが良し

とされてきました。しかし、世論は大きく変わ

りました。多様化が求められる現代においては

「優しさ」「ナチュラル」といったイメージが

優先されるようになりました。これまでがむし

ゃらに推し進める一方だったものを「いったん

立ち止まって見直し、より優しい方向に舵を切

り直す決断」をした企業の方が評価される世の

中です。住民の意見を取り入れ、協働しながら、
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時間をかけて、より良い社会インフラ作りを行

うというのは、これからの新しい企業モデル、

新しいイメージとして広く受け入れられると

考えます。 

●「あの場所は」と集まった処分場建設計画の

凍結などを求める署名は 4105 名。月日がた

ち住民の方にあらためて聞くと、「やはりあの

場所は」との声が聞かれました。当時、水源へ

の影響について「調査を行っていないので説明

のしようがない」という一部事務組合の回答を

きっかけに、八丈町住民課環境係は、「早期」

の整備と一組と共に建設することを南海タイ

ムスに掲載。当時、（水海山からの建設地変更

は）「遅すぎる」と言う町、町議の声を、環境

省担当者に尋ねると、「まだ建設されたわけで

はないので、何が遅いか確認するように」と言

われました。 

●当初の計画と、実際稼働したあとでは想定外

のことがいくつも見られました。そのため、私

たちは自動雨量計の設置や、地下水ピットの

pH 計、伝導率計の設置を求め、今年度は遮水

シート劣化の原因である紫外線を計る計器を

提案しました。11 年経過し、ようやく紫外線

量を量る計器をです。敷地内の斜面一部は土砂

災害指定区域にも指定されました。処処分場は

決して「安全な施設」ではありません。万が一

事故が起きた場合は埋め立てた焼却灰を掘り

起こし事故対応します。経費もかかります。 

●ごみの処理方法を、水を守りながら、皆さん

と一緒に考えていくことを切に願ってります。 

●実際に住んでいる末吉住民の意見を一番大

切にするべきです。それと同時にごみ問題につ

いてもっとみんなで向き合っていかねばなら

ないと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 


